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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

20220201 株式会社　ＭＦＬ（法人番号
2120902002170）代表者：信川
英樹

大阪府摂津市鳥飼西１－
１－１７

神奈川 神奈川県相模原市南区麻
溝台８－３３－１０

輸送施設の使用停止（70
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年5月19日及び同年6月28日、監査を
実施。6件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）
初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（６）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

7 7

20220201 株式会社　住忠貿易物流（法
人番号7040001049893）代表
者：太田　元治

千葉県木更津市本郷１－
８－２５

木更津 千葉県木更津市本郷１－８
－２５

許可の取消し 貨物自動車運送事業法第
34条第1項

令和3年9月22日付け一般貨物自動車運送事業の全部停止及び輸送施設の使用停止並
びに付帯命令書により、自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置を受けるよう
命じたにもかかわらず、その執行日（同年10月6日）において保有車両全10両のうち5両の
自動車登録番号標の領置に応じなかったことを端緒として、令和3年10月7日、監査を実
施。1件の違反が認められた。（１）自動車登録番号標領置命令違反（貨物自動車運送事業
法第34条第1項）

53 -

20220208 株式会社　義建（法人番号
1011701010079）代表者：新岡
幸紀

東京都江戸川区春江町２
－１２－６

本社 東京都江戸川区春江町２－
１２－６

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和3年11月26日、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

20220208 株式会社　ハイライナー（法人
番号9013101007136）代表者：
原田　千明

東京都青梅市新町６－１３
－１８

本社 東京都青梅市新町６－１３
－１８

輸送施設の使用停止（50
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和3年12月10日、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

5 5

20220208 朝日運輸　有限会社（法人番
号6013102007022）代表者：柴
田　安實

東京都西多摩郡奥多摩町
小丹波５５５

本社 東京都西多摩郡奥多摩町
小丹波５５６－１

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和3年12月1日、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

20220208 株式会社　ダイイチロジスティ
クス（法人番号
3011701004608）代表者：荒木
広行

東京都江戸川区二之江町
１３８４－１３

本社 東京都江戸川区二之江町１
３８４－１３

輸送施設の使用停止（210
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和3年12月23日、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

21 21

20220214 旭商事　株式会社（法人番号
4090001015324）代表者：鄧
平

山梨県韮崎市旭町上條北
割１８８３－３

本社 山梨県南アルプス市六科１
５２７－４（旧：山梨県韮崎市
旭町上條北割１８８３－３）

事業停止（3日間）、輸送
施設の使用停止（265日
車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年2月18日、監査を実施。5件の違反が認
められた。（１）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）
点呼の記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（３）乗務等の
記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運行記録計によ
る記録の不実記録（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導
監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

42 28

20220215 株式会社　ＯＤＡ（法人番号
2122001012893）代表者：永野
茂

大阪府寝屋川市河北中町
３７－２

埼玉 埼玉県川口市石神４７４－５ 輸送施設の使用停止（40
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

労働局からの通報及び法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年6月29日及
び同年7月6日、監査を実施。6件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（６）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
の2）

4 4

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和４年２月分）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和４年２月分）

20220215 有限会社　建配（法人番号
5010502021942）代表者：半田
孝信

東京都台東区清川１－３４
－２

本社 東京都台東区清川１－３４
－２　（１階）

輸送施設の使用停止（200
日車）、輸送の安全確保
命令

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年4月21日及び同年6月23日、監査を
実施。13件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（３）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）高齢運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）初任・
高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（９）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、
（１０）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、
（１１）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、（１
２）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１３）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

20 20

20220222 株式会社　アドバンス・アゲイ
ン（法人番号4040001094843）
代表者：渡邉　正美

千葉県市原市五井中央西
１－１４－２１

本社 千葉県木更津市真舟１－２
－３９

輸送施設の使用停止（140
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年5月18日及び同年5
月28日、監査を実施。12件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（５）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（７）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（８）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項）、（９）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（１０）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第22条）、（１１）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第23条第1項）、（１２）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

14 14

20220222 株式会社　ジャパントータル
サービス（法人番号
9020001033765）代表者：新岡
健治

神奈川県横浜市鶴見区馬
場６－２－７

本社 神奈川県横浜市鶴見区駒
岡５－１１－４８

輸送施設の使用停止（50
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年6月7日及び同年6
月22日、監査を実施。3件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項）、（３）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）

5 5

20220222 寿ロジコム　株式会社　（法人
番号6011401011158）代表者：
上梶　純男

東京都板橋区向原２－２３
－８

戸田 埼玉県戸田市美女木北２－
１０－１１（旧：埼玉県戸田市
美女木１１７０－１）

輸送施設の使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年7月21日、監査を実
施。3件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）、（２）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項）、（３）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）

1 1

20220222 幸運トラック　株式会社（法人
番号9310001008746）代表者：
馬場　邦彦

長崎県大村市富の原２－
５９５－１

柏 千葉県柏市新十余二１３－
１　ＳＧリアルティ柏Ａ棟２Ｆ
内

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年7月21日及び同年9月22日、監査を実
施。3件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）、（２）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の4）、（３）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第22条）

3 3

20220222 株式会社　関戸運輸（法人番
号6013401005734）代表者：重
城　朋禎

東京都稲城市大丸１４４８
－３

相模原 神奈川県相模原市中央区
南橋本４－１１－１１

輸送施設の使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第23条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年7月1日、監査を実施。3件の違反
が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）、（２）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2）、（３）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）

1 1

注２ 違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがあります。（貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について３．（４）但し書き参照）
注１ 事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。


